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イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
日
本
軍
政
期
の
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
　
1
今
日
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
と
っ
て
の
そ
の
重
要
性
1

は
じ
め
に

　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
目
本
軍
政
期
の
研
究
、
あ
る
い
は
こ

の
時
期
を
も
取
り
上
げ
て
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
近
現
代
史
δ
研
究
は
、

一
九
五
〇
年
代
初
頭
か
ら
今
日
ま
で
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
行

わ
れ
て
き
た
（
倉
沢
愛
子
『
日
本
占
領
下
の
ジ
ャ
ワ
農
村
の
変

容
』
（
草
思
社
、
一
九
九
二
）
の
「
文
献
目
録
」
を
参
照
）
。
そ
れ

ぞ
れ
の
研
究
者
は
、
特
定
の
時
代
的
社
会
的
背
景
に
制
約
さ
れ
て

そ
の
独
自
の
視
点
と
問
題
意
識
を
以
て
研
究
を
進
め
た
の
で
あ
り
、

当
然
な
が
ら
こ
の
時
期
に
対
す
る
評
価
も
区
々
で
あ
っ
た
。
軍
政

期
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
社
会
に
与
え
た
イ
ン
パ
ク
ト
を
重
要
視
し
な

い
、
い
わ
ぱ
オ
ラ
ン
ダ
植
民
地
時
代
末
期
か
ら
軍
政
期
の
後
の
独

立
国
家
時
代
と
の
連
続
性
を
主
張
す
る
者
も
あ
れ
ば
、
軍
政
期
の

ス
　
　
シ

オ
ン
グ

イ
ン
パ
ク
ト
を
重
要
視
し
そ
の
前
の
時
期
と
そ
の
後
の
時
期
と
の

断
絶
性
を
主
張
す
る
者
も
あ
る
（
9
亭
亘
一
－
二
二
頁
）
。
ま

た
、
軍
政
期
に
政
治
教
育
と
軍
事
訓
練
を
受
け
た
青
年
層
が
議
会

制
民
主
主
義
（
政
党
政
治
）
を
は
じ
め
西
洋
の
制
度
す
べ
て
を
敵

視
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
層
が
後
に
共
和
国
の
国
軍
の
中
心
勢
力

を
な
し
、
政
党
勢
カ
を
排
除
し
て
の
軍
部
主
導
の
権
力
総
結
集
に

よ
る
国
家
運
営
へ
の
遺
を
開
い
た
と
捉
え
る
者
も
あ
る
（
9
亭
ダ

ζ
o
＜
貝
）
。
一
方
、
特
に
目
本
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
両
国
の
場
合
、

当
事
者
で
あ
る
た
め
、
学
術
研
究
の
場
合
に
お
い
て
も
軍
政
期
に

対
す
る
評
価
は
、
反
日
感
情
や
戦
争
責
任
を
め
ぐ
る
問
題
な
ど
主

観
的
要
素
が
常
に
付
き
ま
と
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　
本
論
文
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
で
そ
れ
ぞ
れ
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
発
表
さ
れ
た
、
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イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
日
本
軍
政
期
の
歴
史
的
再
検
討
、
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

い
は
軍
政
期
直
後
の
「
革
命
期
」
に
対
す
る
歴
史
観
の
修
正
に
よ

っ
て
問
接
的
に
軍
政
期
へ
の
歴
史
的
再
検
討
、
の
論
文
を
参
照
し

な
が
ら
、
今
日
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
社
会
に
と
っ
て
日
本
軍
政
期
の

研
究
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
史
見
直
し
の
一
環
と
し
て
の

日
本
軍
政
期
の
再
評
価

　
一
九
九
三
年
四
月
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ジ
冒
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
市

に
お
い
て
「
目
本
占
領
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に

与
え
た
影
響
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
歴
史
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催

さ
れ
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
報
告
（
報
告
者
は
歴
史
家
と
法
哲
学

者
）
及
び
質
疑
応
答
の
内
容
が
ま
と
め
ら
れ
、
翌
一
九
九
四
年
に

論
文
集
の
形
式
で
出
版
さ
れ
た
（
｝
邑
一
〇
〇
；
彗
↓
o
①
↓
臣
）
。

　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
の
契
機
に
つ
い
て
、
論
文
集
の
編
集
者
は

以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ナ
ー
ル
派
歴
史
家
＞
コ
一

阜
①
ω
ξ
o
q
巨
①
8
が
（
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
研
究
所
に
招
か
れ

た
際
）
、
歴
史
学
研
究
の
目
的
は
過
去
の
史
料
か
ら
現
在
に
新
た

な
解
釈
を
付
与
す
る
こ
と
、
歴
史
と
は
心
性
史
（
マ
ン
タ
リ
テ
の

歴
史
）
で
あ
り
、
従
っ
て
、
研
究
対
象
と
な
る
時
期
の
人
問
の
精

神
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
、
歴
史
学
研
究
に

は
史
料
の
具
備
と
比
較
研
究
の
自
由
と
理
性
に
基
づ
い
た
分
析
の

作
業
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
更
に
、
あ
る
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
（
内
容
）
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
感
情
も
合
め
て
－
、
は
当
の

民
族
が
自
称
す
る
も
の
と
は
同
一
な
も
の
で
は
な
く
、
好
む
と
好

ま
ざ
る
を
問
わ
ず
、
し
か
も
当
事
者
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
な
く
そ

の
習
性
と
特
質
性
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
、
を
指
摘

し
た
。
こ
う
し
た
巾
…
o
q
巨
①
冨
の
指
摘
を
受
け
て
、
独
立
宣
言

当
時
（
一
九
四
五
年
八
月
一
七
日
前
後
）
に
お
い
て
、
当
時
の
青

年
た
ち
の
行
動
を
支
え
た
の
は
如
何
な
る
マ
ン
タ
リ
テ
で
あ
っ
た

か
と
い
う
問
い
か
け
か
ら
、
日
本
軍
政
期
に
対
す
る
歴
史
的
再
検

討
の
た
め
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
た
。

　
さ
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
提
示
さ
れ
議
論
さ
れ
た
テ
ー
マ
に
つ

い
て
見
て
み
よ
う
。
論
文
集
に
は
、
日
本
軍
政
期
の
心
性
史
的
側

面
を
概
観
す
る
論
文
が
二
本
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
ま
ず
は
、
「
日
本
占
領
期
に
お
け
る
『
指
導
者
』
の
概
念
」
と

題
す
る
論
文
で
あ
る
。
筆
者
に
よ
る
と
、
軍
政
期
の
特
徴
と
な
る

大
衆
動
員
運
動
に
は
ス
カ
ル
ノ
ら
が
動
員
さ
れ
、
軍
事
訓
練
と

「
政
治
」
及
び
「
精
神
」
教
育
に
青
年
層
が
動
員
さ
れ
た
。
ス
カ

ル
ノ
ら
は
反
オ
ラ
ン
ダ
植
民
地
支
配
の
闘
士
で
あ
る
と
同
時
に
、
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オ
ラ
ン
ダ
植
民
地
時
代
に
は
既
に
西
洋
近
代
的
教
育
を
受
け
、
合

理
主
義
と
効
率
性
を
重
ん
じ
る
実
務
派
と
し
て
の
指
導
者
で
あ
う

た
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
教
育
「
歴
」
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
後

の
「
独
立
準
傭
調
査
会
」
（
注
1
0
を
参
照
）
で
近
代
民
主
主
義
国

家
の
憲
法
制
定
の
役
目
を
果
せ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
軍
政
期
ま

で
に
西
洋
近
代
教
育
を
受
け
て
い
な
か
う
た
、
低
学
歴
で
低
い
社

会
階
層
出
身
の
青
年
集
団
は
、
軍
政
下
で
日
本
式
と
さ
れ
た
「
青

年
遣
場
」
や
「
O
O
塾
」
で
教
育
を
受
け
、
更
に
防
衛
義
勇
軍

（
後
述
）
や
警
防
団
、
青
年
団
で
軍
事
訓
練
を
受
け
、
上
司
に
対

す
る
絶
対
的
服
従
を
特
徴
と
す
る
軍
人
型
指
導
者
へ
と
育
っ
て
い

っ
た
。
更
に
、
軍
政
監
部
（
占
領
軍
司
令
官
の
事
務
管
掌
機
関
）

の
宣
伝
部
主
導
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
が
奏
功
し
、
彼
等
は
強
烈
な
反

西
洋
主
義
者
で
西
洋
関
係
の
も
の
全
て
を
敵
視
す
る
よ
う
に
な
り
、

西
洋
的
合
理
主
義
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
東
洋
的
精
神
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
〕

の
信
奉
者
と
な
っ
た
（
以
上
、
一
七
－
四
一
頁
）
。

　
心
性
史
的
側
面
に
触
れ
る
も
う
一
本
の
論
文
は
「
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
武
装
青
年
闘
士
の
闘
争
精
神
－
占
領
期
か
ら
闘
争
期
へ
」
と
題

さ
れ
、
軍
政
期
に
行
わ
れ
た
軍
事
訓
練
の
具
体
的
内
容
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
軍
事
訓
練
は
「
セ
イ
シ
ン
」
面
を
重
視
し
、
大
東
亜

共
栄
圏
の
防
衛
の
思
想
を
浸
透
さ
せ
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
。
具

体
的
に
い
う
と
、
訓
練
所
の
講
演
に
「
ブ
シ
ド
ウ
精
神
」
が
強
調

さ
れ
、
必
要
が
あ
れ
ば
竹
槍
で
敵
の
戦
車
に
突
撃
す
る
こ
と
も
辞

さ
な
い
と
い
う
教
え
が
叩
き
込
ま
れ
た
。
全
般
的
に
言
う
と
、
軍

政
期
を
通
じ
て
青
年
た
ち
は
闘
争
精
神
を
高
め
ら
れ
た
。
と
こ
ろ

が
、
「
革
命
期
」
に
お
い
て
は
、
共
和
国
政
府
は
一
貫
し
て
オ
ラ

ン
ダ
と
の
交
渉
に
よ
る
主
権
承
認
獲
得
の
方
針
を
取
り
、
オ
ラ
ン

ダ
軍
と
の
武
力
闘
争
を
通
じ
て
の
独
立
獲
得
を
主
張
す
る
青
年
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

団
は
政
府
に
と
っ
て
最
大
の
反
対
勢
力
と
な
っ
た
。
「
革
命
期
」

に
は
、
こ
う
し
た
軍
政
期
の
「
遺
産
」
の
た
め
、
共
和
国
の
勢
力

に
二
極
分
化
が
現
出
し
た
。
そ
れ
は
、
両
者
は
相
異
な
っ
た
文
化

的
影
響
の
産
物
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
（
以
上
、
五
二
－
七
二

頁
）
。

　
以
上
の
引
用
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
歴
史
的
再
検
討
の
作
業

に
お
い
て
は
、
口
］
本
軍
政
期
に
対
す
る
主
観
的
価
値
判
断
が
排
除

さ
れ
、
軍
政
期
の
体
験
（
青
年
た
ち
に
対
す
る
軍
事
訓
練
）
と
そ

れ
が
青
年
た
ち
に
及
ぼ
し
た
影
響
、
更
に
そ
う
し
た
軍
政
期
の
体

験
が
「
革
命
期
」
に
如
何
な
る
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
の
か
が
検

討
さ
れ
た
。
そ
れ
に
は
、
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
言
及
や

外
来
文
化
に
対
す
る
反
発
あ
る
い
は
讃
美
が
全
く
見
当
ら
な
い
。

軍
政
期
の
主
役
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
如
何
な
る
体
験
を
経
て
自
己
形
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成
を
成
し
遂
げ
、
そ
れ
が
同
時
代
更
に
次
の
時
期
（
「
革
命
期
」
）

に
如
何
な
る
イ
ン
パ
ク
ト
与
え
た
の
か
（
軍
政
期
と
「
革
命
期
」

と
の
連
続
性
を
如
何
に
説
明
す
べ
き
か
）
が
問
題
と
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

日
本
軍
政
期
神
話
と
一
九
五
〇
年
代
の
歴
史
像
の

歪
曲
：
一
九
九
〇
年
代
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

　
一
九
九
二
年
十
二
月
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ζ
o
冨
豊
大
学

東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
学

者
・
識
者
と
、
ア
メ
リ
カ
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

研
究
者
三
十
二
名
を
集
め
て
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
た
。

一
九
五
〇
年
代
の
議
会
制
民
主
主
義
に
対
す
る
歴
史
的
再
検
討
と
、

一
九
五
〇
年
代
以
降
今
日
ま
で
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
政
治
的
経
済

的
及
び
社
会
的
変
化
を
捉
え
る
作
業
を
行
い
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら

を
手
が
か
り
に
、
未
来
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
社
会
に
お
け
る
民
主
主

　
　
（
6
）

義
の
実
現
を
展
望
し
て
い
く
こ
と
が
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
課
題
で

あ
っ
た
。

　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
。
ム
で
参
加
者
た
ち
が
発
表
し
た
論
文
が
一
九
九
四

年
、
b
㊦
§
o
o
§
Q
ぎ
ぎ
き
§
之
s
崔
s
吻
§
亀
－
ξ
募
と
の
題
を

付
さ
れ
出
版
さ
れ
た
。

　
テ
ー
マ
か
ら
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
日

本
軍
政
期
と
は
無
関
係
に
見
え
る
。
し
か
し
、
発
表
論
文
に
見
ら

れ
る
論
点
あ
る
い
は
問
題
提
起
か
ら
、
日
本
軍
政
期
の
体
験
と
、

ス
ハ
ル
ト
政
権
の
下
で
作
り
上
げ
ら
れ
た
こ
の
時
期
の
歴
史
像
が

今
日
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
社
会
に
如
何
な
る
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て

い
る
の
か
が
見
て
取
れ
る
。

　
さ
て
、
日
本
軍
政
を
直
接
に
取
り
上
げ
た
の
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

の
マ
ン
グ
ン
ウ
ィ
ジ
ャ
ヤ
（
ド
甲
ζ
彗
O
q
仁
ゴ
至
一
ミ
P
宗
教
家
、

歴
史
小
説
家
、
哲
学
者
）
の
論
文
「
偉
大
な
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の

夢
と
そ
れ
が
民
主
主
義
の
概
念
に
与
え
た
イ
ン
パ
ク
ト
」
で
あ
る
。

マ
ン
グ
ン
ウ
ィ
ジ
ャ
ヤ
は
ま
ず
、
日
本
軍
政
期
に
お
い
て
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
青
年
が
占
領
軍
か
ら
軍
事
訓
練
を
受
け
た
が
、
こ
う
し
た

戦
闘
的
な
若
者
は
や
が
て
建
国
す
る
共
和
国
の
国
軍
の
中
心
勢
力

と
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
更
に
、
後
の
ス
ハ
ル
ト
政
権
に
お
い
て

政
治
・
経
済
・
社
会
・
軍
事
・
文
化
と
い
っ
た
分
野
の
金
般
を
支

配
す
る
勢
力
と
な
っ
た
と
指
摘
し
、
日
本
軍
政
に
対
す
る
認
識
と

軍
政
が
独
立
後
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
社
会
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い

て
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。

　
オ
ラ
ン
ダ
植
民
地
末
期
の
民
族
主
義
指
導
者
に
、
失
わ
れ
た
王

朝
時
代
の
「
偉
大
な
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
」
の
復
活
を
訴
え
る
ス
カ
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ル
ノ
と
、
植
民
地
支
配
か
ら
の
解
放
と
、
理
性
と
民
主
主
義
に
基

づ
い
て
の
法
治
国
家
の
運
営
を
主
張
す
る
ハ
ッ
タ
と
シ
ャ
フ
リ
ル

が
い
た
。
ま
た
、
植
民
地
支
配
と
資
本
主
義
的
搾
取
の
一
掃
と
い

う
運
動
目
標
を
共
有
し
な
が
ら
、
ス
カ
ル
ノ
は
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
イ

メ
ー
ジ
操
作
に
よ
る
最
大
限
の
大
衆
動
員
を
主
張
す
る
の
に
対
し
、

　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

ハ
ッ
タ
と
シ
ャ
フ
リ
ル
は
段
階
的
で
合
理
的
方
法
で
行
う
べ
き
だ

と
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
軍
政
期
に
反
西
洋
的
「
ブ
シ
ド
ウ
精

神
」
を
叩
き
込
ま
れ
た
青
年
た
ち
に
は
、
ス
カ
ル
ノ
の
「
偉
大
な

る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
」
こ
そ
が
、
ハ
ッ
タ
や
シ
ャ
フ
リ
ル
の
合
理
主

義
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
な
感
銘
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
「
革
命

期
」
に
お
い
て
は
、
ス
カ
ル
ノ
は
共
和
国
支
持
を
取
り
付
け
る
た

め
の
大
衆
動
員
を
、
ハ
ッ
タ
と
シ
ャ
フ
リ
ル
は
外
交
交
渉
の
場
で

共
和
国
に
対
す
る
主
権
承
認
の
獲
得
を
、
と
い
っ
た
役
割
分
担
が

な
さ
れ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
軍
に
対
す
る
武
力
闘
争
も
も
ち
ろ
ん
不
可

欠
だ
が
、
共
和
国
に
と
っ
て
決
定
的
な
勝
利
は
外
交
の
分
野
で
獲

得
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
「
革
命
期
」
か
ら
一
九
五
〇
年
代
ま
で
続
い
た
議
会

制
民
主
主
義
が
、
一
九
五
九
年
施
行
の
権
威
主
義
的
な
「
指
導
さ

れ
た
民
主
主
義
」
に
よ
っ
て
打
撃
を
受
け
、
ス
ハ
ル
ト
政
権
の
誕

生
に
よ
っ
て
完
全
に
死
滅
し
た
。
日
本
軍
政
期
に
思
想
形
成
を
遂

げ
た
世
代
が
国
家
権
力
の
掌
握
者
と
な
り
、
軍
政
期
を
枕
佛
さ
せ

る
現
象
が
社
会
に
多
く
現
れ
た
。
例
え
ば
、
軍
人
に
よ
る
社
会
秩

序
維
持
を
正
当
化
す
る
国
軍
の
コ
一
重
機
能
L
と
軍
政
、
バ
ン
チ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ
　
　
ル
　
　
マ
　
ワ
　
　
ニ
　
　
ク

ヤ
シ
ラ
精
神
と
大
和
魂
、
口
彗
冒
與
≦
竃
旨
與
（
国
家
公
務
員
夫
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ケ
ル
ノ
ヤ
パ
ク
テ
イ

の
団
体
）
と
婦
人
会
、
奇
ユ
印
g
ζ
一
（
地
域
社
会
へ
の
無
報
酬

の
労
働
）
と
勤
労
奉
仕
。
社
会
に
権
威
主
義
的
慣
行
が
支
配
的
と

な
り
、
組
織
の
中
で
は
、
質
間
す
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
行
為

で
、
批
判
は
タ
ブ
ー
で
あ
り
調
和
を
重
ん
．
じ
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の

伝
統
に
反
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
誰
も
が
身
分
相
応
に
振
舞
う
べ

き
で
あ
り
、
個
人
主
義
的
で
「
西
洋
」
式
の
自
由
や
独
創
性
は
望

ま
し
く
な
い
も
の
と
な
る
。
在
職
者
が
全
員
、
単
一
の
同
業
組
織

に
加
入
さ
せ
ら
れ
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
は
、
あ
た
か
も
そ
の
国

家
指
導
者
が
若
き
日
に
体
験
し
た
日
本
軍
政
の
慣
行
が
再
現
し
た

よ
う
で
あ
る
。
ス
ハ
ル
ト
政
権
の
国
家
運
営
の
モ
デ
ル
は
、
日
本

軍
政
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
一
九
九
〇
年
代
の
時
点
か
ら
未
来
の
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
社
会
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
る
時
、
上
述
の
よ
う
な
日
本
軍

政
の
マ
イ
ナ
ス
の
遺
産
を
克
服
し
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
社
会
と
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
の
個
人
と
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
捉
え
直
し
、
そ
こ

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
民
主
主
義
の
実
現
が
可
能
で
あ
る
、
と
し
た
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（
以
上
、
｝
o
昌
o
巨
宰
印
5
o
q
o
q
p
七
四
－
八
七
頁
）
。

　
以
上
の
整
理
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
論
文
で
「
革
命
期
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
）

を
め
ぐ
る
歴
史
像
の
修
正
（
武
力
闘
争
一
辺
倒
説
の
否
定
）
が
行

わ
れ
た
。
一
九
五
〇
年
以
降
ス
ハ
ル
ト
政
権
誕
生
ま
で
の
時
期
は

言
及
さ
れ
ず
、
論
の
飛
躍
も
見
ら
れ
た
。
し
か
し
、
日
本
軍
政
と

ス
ハ
ル
ト
政
権
と
の
人
的
系
譜
の
。
連
続
性
の
指
摘
と
、
制
度
・
社

会
憤
行
、
更
に
「
精
神
面
」
の
類
似
点
の
提
示
と
い
う
二
点
で
注

目
す
ぺ
き
だ
と
考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
類
似
点
だ
け
で
両
者
を
同

一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
問
（
一
九
四
五
｛
一
九
六

六
）
の
社
会
的
経
済
的
政
治
的
変
化
を
ま
ず
検
討
し
そ
う
し
た
変

化
の
歴
史
的
位
置
づ
け
を
し
、
そ
こ
か
ら
、
両
時
期
に
見
ら
れ
る

類
似
性
は
果
し
て
偶
然
的
な
の
か
そ
れ
と
も
歴
史
的
連
続
性
を
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

つ
の
か
を
検
証
す
る
作
業
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　
次
に
、
ス
ハ
ル
ト
政
権
下
で
如
何
な
る
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が

作
ら
れ
、
ま
た
、
そ
れ
が
今
日
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
社
会
に
如
何
な

る
イ
ン
パ
ク
ト
を
及
ぽ
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
以
下
、
口
與
く
己

ω
o
≡
o
巨
胃
論
文
「
新
秩
序
（
ス
ハ
ル
ト
政
権
－
引
用
者
）
の
政

権
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
枠
内
の
一
九
五
〇
年
代
」
を
見
て
い
く
。

　
一
九
八
五
年
、
当
時
の
文
部
大
臣
ヌ
グ
ロ
ホ
・
ノ
ト
ス
サ
ン
ト

主
導
の
下
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
小
学
校
か
ら
高
等
学
校
ま
で

の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
「
民
族
闘
争
史
教
育
」
（
以
下
、
「
闘
争
史
」

と
略
す
）
と
名
づ
け
ら
れ
る
科
目
が
導
入
さ
れ
た
。
そ
れ
以
降
、

歴
史
科
目
は
二
科
目
、
す
な
わ
ち
「
歴
史
」
と
「
闘
争
史
」
と
な

う
た
。
前
者
は
通
常
の
歴
史
教
育
で
あ
り
、
後
者
は
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
教
育
と
な
る
。
一
九
八
三
年
度
の
「
国
家
施
政
方
針
」
に
よ
れ

ば
、
「
闘
争
史
」
は
「
若
い
世
代
に
一
九
四
五
年
の
魂
と
精
神
と

価
値
観
を
育
む
」
こ
と
を
目
標
と
す
る
。
文
部
省
発
行
の
教
科
書

に
よ
れ
ば
、
一
九
四
五
年
の
価
値
観
と
は
バ
ン
チ
ャ
シ
ラ
と
一
九

　
　
　
　
（
1
0
）

四
五
年
憲
法
と
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
軍
の
二
重
機
能
へ
の
認
識
で

あ
る
。
ま
た
、
「
闘
争
史
」
の
目
標
は
歴
史
の
学
習
で
は
な
く
、

歴
史
上
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
通
じ
て
学
生
に
パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
的
価
値

観
、
す
な
わ
ち
協
同
性
と
連
帯
感
（
仲
間
意
識
）
と
英
雄
的
精
神

と
勇
敢
な
精
神
と
犠
牲
精
神
な
ど
を
植
え
付
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。

「
闘
争
史
」
の
テ
キ
ス
ト
の
編
集
者
は
軍
事
史
専
門
家
で
も
あ
っ

た
文
部
大
臣
で
あ
る
。
「
歴
史
」
科
目
の
テ
キ
ス
ト
の
場
合
、
日

本
占
領
期
か
ら
現
在
ま
で
の
部
分
は
全
て
文
部
大
臣
執
筆
の
『
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
国
史
』
第
六
巻
に
依
拠
す
る
の
で
あ
り
、
「
闘
争
史
」

の
テ
キ
ス
ト
の
場
合
は
、
文
部
大
臣
編
集
で
国
家
官
房
府
発
行
の

『
独
立
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
三
十
年
』
が
種
本
と
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ヌ
グ
ロ
ホ
文
部
大
臣
と
は
如
何
な
る
経
歴
を
持
つ
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者
か
。
彼
は
も
ピ
イ
ギ
リ
ス
の
大
学
で
歴
史
学
を
学
び
、
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
大
学
に
ジ
ャ
ワ
防
衛
義
勇
軍
研
究
の
論
文
を
提
出
し
て
博

士
号
を
取
得
し
、
軍
関
係
の
複
数
の
学
校
で
講
師
を
務
め
た
。

（
ジ
ャ
ワ
防
衛
義
勇
軍
と
は
、
日
本
軍
政
期
の
一
九
四
三
年
十
月
、

連
合
国
軍
と
の
戦
闘
を
予
想
し
て
、
目
本
占
領
軍
の
防
衛
力
を
補

足
す
る
た
め
に
編
成
し
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
部
隊
で
あ
り
、
軍
事

訓
練
と
「
日
本
精
神
」
の
「
注
入
」
が
行
わ
れ
た
。
）
一
九
六
五

年
の
い
わ
ゆ
る
九
・
三
〇
事
件
直
後
、
彼
は
事
件
に
つ
い
て
の
報

告
書
を
執
筆
し
た
。
同
年
末
に
、
い
わ
ゆ
る
「
コ
ー
ネ
ル
報
告

書
」
（
ア
メ
リ
カ
の
コ
ー
ネ
ル
大
学
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
史
研
究
者

ら
が
作
成
）
が
出
さ
れ
、
事
件
の
首
謀
者
は
大
統
領
か
ら
の
権
力

奪
取
を
狙
う
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
産
党
で
あ
り
、
六
名
の
陸
軍
将
校

が
共
産
党
関
係
者
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
と
い
う
政
府
の
公
式
的

見
解
に
対
し
、
事
件
は
陸
軍
の
内
部
抗
争
に
起
因
す
る
も
の
で
あ

り
共
産
党
は
無
関
係
だ
と
主
張
し
た
。
ヌ
グ
ロ
ホ
は
命
じ
ら
れ
て

こ
れ
に
反
論
す
る
た
め
の
英
文
の
報
告
書
を
執
筆
し
た
。
軍
の
二

重
機
能
の
理
論
家
と
し
て
高
い
評
価
を
受
け
て
准
将
ま
で
昇
進
し
、

一
九
八
二
年
に
国
立
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
大
学
学
長
に
、
翌
一
九
八
三

年
に
文
部
大
臣
に
任
命
さ
れ
、
「
闘
争
史
」
科
目
の
導
入
と
バ
ン

チ
ャ
シ
ラ
教
育
の
普
及
に
努
め
た
が
、
一
九
八
五
年
、
文
相
在
任

中
に
死
去
し
た
。

　
「
闘
争
史
」
の
最
大
の
特
徴
は
軍
部
至
上
主
義
で
あ
る
。
「
革
命

期
」
は
「
独
立
戦
争
期
」
と
名
づ
け
ら
れ
、
武
力
闘
争
が
大
き
く

ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
外
交
交
渉
に
つ
い
て
記
述
す
る
頁
数
は

僅
か
し
か
な
い
。
更
に
、
ス
カ
ル
ノ
大
統
領
と
ハ
ッ
タ
副
大
統
領

が
拉
致
さ
れ
た
後
に
ス
マ
ト
ラ
島
で
樹
立
さ
れ
た
共
和
国
臨
時

（
H
）

政
府
に
つ
い
て
の
言
及
は
全
く
な
い
。
こ
れ
は
拉
致
事
件
に
よ
っ

て
文
民
政
府
が
消
滅
し
、
ス
カ
ル
ノ
と
ハ
ッ
タ
の
釈
放
ま
で
の
期

間
に
共
和
国
の
存
続
は
全
て
軍
人
に
か
か
っ
て
い
る
の
だ
、
と
い

う
論
理
を
正
当
化
す
る
た
め
で
あ
る
。
　
一
九
四
九
年
末
ま
で
の
対

オ
ラ
ン
ダ
側
の
外
交
交
渉
（
領
土
的
譲
歩
を
伴
う
）
は
全
て
文
民

政
府
に
よ
る
愚
行
だ
と
規
定
さ
れ
、
軍
人
と
は
正
反
対
に
政
治
家

た
ち
の
革
命
に
対
す
る
貢
献
は
徴
々
た
る
も
の
で
あ
り
、
場
合
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
”
）

よ
っ
て
は
革
命
へ
の
裏
切
り
者
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

　
一
九
五
〇
年
代
の
章
で
は
、
ほ
と
ん
ど
が
地
方
反
乱
と
「
騒

乱
」
に
関
す
る
記
述
で
あ
り
、
議
会
政
治
へ
の
言
及
は
僅
か
で
あ

る
。
反
乱
・
「
騒
乱
」
と
そ
れ
ら
に
対
す
る
武
力
鎮
圧
の
重
要
性

を
強
調
す
る
た
め
、
幾
種
類
・
か
の
テ
キ
ス
ト
で
は
一
九
五
〇
年
代

を
自
由
主
義
時
代
で
は
な
く
「
生
き
残
り
（
の
た
め
の
）
闘
争
の

時
代
」
と
名
づ
け
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
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「
独
立
戦
争
期
」
と
同
様
に
、
一
九
五
〇
年
代
に
も
軍
人
が
国
家

統
一
の
た
め
に
英
雄
的
役
割
を
果
し
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
（
一

九
八
四
年
版
『
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
史
』
で
は
、
政
治
家
が
国
軍
を

内
部
対
立
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
軍
の
勢
力
を
殺
ぎ
、
彼
等
を
文

民
支
配
下
に
置
く
こ
と
を
画
策
し
た
と
ま
で
非
難
し
た
）
。
そ
し

て
、
二
九
六
五
年
の
九
・
三
〇
事
件
の
際
、
軍
が
再
び
国
家
を
危

機
－
か
ら
救
っ
た
と
さ
れ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
り
、
「
闘
争
史
」
に
異
議
を

唱
え
る
声
が
上
が
っ
た
。
編
集
担
当
委
員
の
中
か
ら
「
政
治
的
干

渉
」
を
抗
議
し
て
辞
任
す
る
者
が
で
た
。
教
育
問
題
セ
ミ
ナ
ー
で
、

「
闘
争
史
」
担
当
の
先
生
が
学
生
た
ち
の
物
笑
い
の
種
に
な
る
と

の
指
摘
も
あ
っ
た
。

　
一
方
、
教
科
書
か
ら
一
九
九
〇
年
代
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
社
会
に

目
を
転
じ
る
と
、
急
速
な
産
業
化
と
経
済
成
長
に
よ
り
労
働
者
層

と
都
市
中
問
層
が
形
成
さ
れ
は
じ
め
、
経
済
的
及
び
政
治
的
権
利

を
要
求
す
る
勢
力
が
登
場
し
た
。
一
九
九
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら

の
労
働
争
議
の
急
増
と
言
論
と
政
治
結
社
の
自
南
、
司
法
機
関
の

独
立
、
立
法
機
関
の
権
力
強
化
へ
．
の
要
求
の
動
き
が
そ
の
現
わ
れ

で
あ
る
。
退
役
軍
人
が
一
九
五
〇
年
代
の
議
会
制
民
主
主
義
へ
の

見
直
し
を
公
然
と
主
張
し
、
学
者
が
一
九
五
〇
年
代
の
立
法
機
関

の
業
績
に
つ
い
て
研
究
を
行
い
、
議
会
制
民
主
主
義
が
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
の
政
治
史
の
中
で
し
か
る
べ
き
基
盤
を
持
つ
こ
と
が
あ
っ
た

証
拠
を
提
示
し
た
（
以
上
、
雰
…
o
～
宰
俸
－
Φ
σ
q
σ
q
9
五
〇
－
六

〇
頁
）
。

　
以
上
の
よ
う
に
雰
言
o
巨
彗
論
文
で
は
、
ス
ハ
ル
ト
政
権
は

「
革
命
期
」
と
一
九
五
〇
年
代
の
歴
史
像
を
歪
曲
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
議
会
制
民
主
主
義
政
治
（
政
党
を
通
じ
て
の
国
民
の
政
治

参
加
）
の
否
定
と
国
軍
の
「
二
重
機
能
」
の
正
統
性
を
主
張
し
た

こ
と
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
が
日
本
軍
政
の
研
究
者
で
あ
る
こ
と
、

彼
が
文
相
在
任
中
に
近
代
教
育
機
関
で
あ
る
は
ず
の
学
校
に
軍
部

至
上
主
義
と
文
民
政
治
敵
視
と
「
精
神
」
主
義
を
標
棲
す
る
「
闘

争
史
」
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
、
と
い
う
三
点
を
確
認
で
き
る
。
こ

れ
ら
は
す
べ
て
政
権
の
政
治
的
意
図
に
沿
っ
た
も
の
t
あ
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
起
源
を
ど
こ
に
求
め

る
べ
き
か
。
国
軍
の
「
二
重
機
能
」
も
文
民
玖
治
敵
視
も
「
精

神
」
主
義
教
育
も
、
全
て
日
本
軍
政
期
の
憤
行
を
妨
佛
さ
せ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
）

軍
政
期
に
結
成
さ
れ
た
ジ
ャ
ワ
防
衛
義
勇
軍
の
メ
ン
バ
ー
は
独
立

宣
言
後
、
国
軍
組
織
の
中
核
を
な
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
一

方
、
軍
政
期
以
前
に
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
に
と
っ
て
ほ
と
ん
ど
唯

一
の
軍
事
訓
練
（
あ
る
い
は
軍
事
組
織
体
験
）
は
オ
ラ
ン
ダ
植
民
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地
軍
隊
の
そ
れ
で
あ
り
、
植
民
地
軍
隊
の
方
は
合
理
主
義
と
組
織

性
と
職
業
軍
人
意
識
を
重
ん
じ
、
義
勇
軍
の
「
精
神
」
主
義
と
は

対
照
的
で
あ
っ
た
（
＞
自
ま
易
g
）
。
従
っ
て
、
義
勇
軍
研
究
者

ヌ
グ
ロ
ホ
が
主
張
す
る
、
神
が
か
り
的
と
で
も
い
え
る
一
九
四
五

年
精
神
と
は
、
軍
政
期
の
義
勇
軍
が
受
け
た
「
精
神
」
教
育
に
由

来
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

　
　
　
お
わ
り
に
：
歴
史
学
の
効
用
　
　
　
　
　
．

　
一
九
九
〇
年
代
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
社
会
（
及
び
外
国
の
イ
ン
ド
ネ

・
シ
ア
史
専
門
家
）
に
歴
史
の
再
検
討
の
動
き
が
見
ら
れ
た
。
そ
れ

は
、
同
時
代
の
政
治
的
社
会
的
行
詰
り
を
打
開
す
る
願
望
に
突
き

動
か
さ
れ
た
も
の
だ
と
言
え
る
。
再
検
討
の
対
象
と
な
る
の
は
、

ス
ハ
ル
ト
政
権
に
よ
っ
て
そ
の
歴
史
像
が
歪
曲
化
さ
れ
た
「
革
命

期
」
と
議
会
制
民
主
主
義
の
一
九
五
〇
年
代
で
あ
る
。

　
「
革
命
期
」
と
一
九
五
〇
年
代
の
歴
史
像
の
再
構
築
は
も
ち
ろ

ん
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
両
時
期
の
歴
史
像

は
何
を
も
っ
て
歪
曲
化
さ
れ
た
の
か
と
い
う
と
、
日
本
軍
政
期
神

話
で
あ
る
と
考
え
る
。
マ
ン
グ
ン
ウ
ィ
ジ
ャ
ヤ
論
文
で
指
摘
さ
れ

た
軍
政
期
と
ス
ハ
ル
ト
政
権
下
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
社
会
と
の
類
似

性
、
雰
…
o
巨
昌
論
文
で
指
摘
さ
れ
た
同
政
権
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ

と
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
日
本
軍
政
期
と
の
関
連
性
。
こ
れ
ら
を

も
っ
て
直
ち
に
両
時
代
を
結
び
付
け
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
上
述
の
よ
う
な
指
摘
は
無
視
で
き
な
い
。
何
故
に
二
十
年
後

に
（
一
九
四
五
∫
一
九
六
五
）
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
政
治
文
化
と

社
会
が
軍
政
期
と
そ
れ
と
（
マ
ン
グ
ン
ウ
ィ
ジ
ャ
ヤ
が
指
摘
し
た

よ
う
な
）
驚
く
程
の
類
似
性
を
見
せ
た
の
か
、
と
の
問
題
も
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
史
に
と
っ
て
避
け
て
は
通
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
「
革

命
期
」
以
降
よ
り
も
む
し
ろ
同
本
軍
政
期
を
起
点
と
す
る
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
近
現
代
史
全
般
へ
の
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
、
と
指
嫡
し

た
い
。（

1
）
　
こ
こ
で
は
今
日
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
一
九
九
〇
年
代
の
ス
ハ
ル

　
ト
政
権
下
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
い
う
時
代
的
枠
組
み
の
中
で
論
を
進

　
め
て
い
く
回
周
知
の
よ
う
に
一
九
九
八
年
五
月
に
ス
ハ
ル
ト
が
大
統

　
領
を
辞
任
し
、
そ
の
直
後
か
ら
政
治
的
改
革
（
政
党
緒
成
の
解
禁
、

　
出
版
の
自
由
、
翼
賛
選
挙
の
慣
行
の
廃
止
な
ど
）
が
実
施
さ
れ
て
き

　
た
。
し
か
し
、
諸
制
度
の
改
革
を
合
め
社
会
改
革
の
課
題
が
ま
だ
山

　
積
し
て
お
り
、
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
改
革
も
未
だ
日
が
浅
い
た
め
評

　
価
し
に
く
い
。
以
上
の
点
か
ら
、
「
今
日
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
」
を
一

　
九
九
〇
年
代
以
降
の
ス
ハ
ル
ト
政
権
時
代
と
の
連
続
と
し
て
捉
え
て

　
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

（
2
）
　
日
本
の
ポ
ツ
ダ
丘
且
言
受
諾
直
後
と
連
合
国
軍
上
陸
前
に
一
九
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四
五
年
八
月
十
七
日
、
ス
カ
ル
ノ
と
ハ
ッ
タ
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和

　
国
の
独
立
を
宣
言
し
た
。
そ
の
直
後
に
オ
ラ
ン
ダ
軍
が
植
民
地
支
配

　
の
復
活
を
目
指
し
て
共
和
国
潰
し
に
軍
事
行
動
を
起
し
た
。
一
九
四

　
五
年
十
月
以
降
一
九
四
九
年
末
の
ハ
ー
グ
協
定
締
結
ま
で
、
イ
ン
ド

　
ネ
シ
ア
は
オ
ラ
ン
ダ
軍
に
対
す
る
武
力
抵
抗
と
、
主
権
承
認
獲
得
の

　
た
め
の
外
交
努
カ
を
併
行
し
て
進
め
て
い
た
。
ス
ハ
ル
ト
政
権
時
代
、

　
軍
人
に
よ
る
民
事
干
渉
を
正
統
化
す
る
た
め
、
こ
の
時
期
の
外
交
努

　
力
を
歴
史
教
科
書
の
記
述
か
ら
抹
消
し
武
力
闘
争
の
み
を
強
調
し
、

　
こ
れ
を
独
立
戦
争
期
と
名
づ
け
た
（
巾
o
膏
o
巨
宰
）
。
こ
こ
で
括
弧

　
を
付
け
た
の
は
、
こ
の
時
期
の
命
名
で
主
観
的
価
値
判
断
に
陥
る
こ

　
と
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
。

（
3
）
　
原
文
で
は
「
占
領
期
」
と
の
用
語
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
占
領

　
の
特
徴
（
1
1
軍
事
的
）
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
「
軍
政
期
」
に
統

　
一
し
た
。

（
4
）
　
こ
の
報
告
に
対
し
、
会
場
か
ら
以
下
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
が
寄

　
せ
ら
れ
た
。
現
在
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
教
科
杳
の
よ
う
に
、
心
性
史

　
的
側
面
が
無
視
さ
れ
、
歴
史
叙
述
が
史
実
の
羅
列
の
み
と
な
っ
た
た

　
め
、
「
闘
争
史
」
科
目
（
本
論
文
の
本
文
を
参
照
）
の
よ
う
な
「
記

　
憶
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
化
」
が
起
き
た
（
同
杳
、
四
九
貫
）
。

（
5
）
　
軍
政
期
に
軍
事
訓
練
を
受
け
た
音
年
た
ち
の
一
部
は
共
和
国
の
．

　
正
規
軍
に
吸
収
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
外
の
者
も
相
当
に
多
い
。
し
か

　
も
、
独
立
宣
言
前
後
に
目
本
軍
か
ら
奪
っ
た
（
あ
る
い
は
与
え
ら
れ

　
た
）
武
器
は
こ
う
し
た
正
規
軍
以
外
の
武
装
青
年
闘
士
に
も
流
れ
た
。

武
装
青
年
闘
士
た
ち
は
政
府
と
オ
ラ
ン
ダ
軍
と
の
協
定
を
無
視
し
て

協
定
上
の
オ
ラ
ン
ダ
軍
支
配
の
地
域
に
侵
入
し
、
オ
ラ
ン
ダ
軍
側
に
、

　
共
和
国
政
府
潰
し
の
口
実
（
協
定
違
反
、
統
治
能
力
な
し
）
を
与
え

　
て
し
ま
っ
た
。

（
6
）
　
こ
こ
で
民
主
主
義
の
主
張
と
は
、
プ
ハ
ル
ト
政
権
に
よ
る
議
会

　
制
民
主
主
義
否
定
と
文
民
政
府
否
定
（
国
政
に
対
す
る
国
軍
の
関

　
与
）
に
対
す
る
批
判
か
ら
出
発
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
7
）
　
一
九
四
五
年
十
一
月
｛
一
九
四
七
年
七
月
の
共
和
国
首
相
。
日

　
本
軍
政
期
に
は
地
下
組
織
活
動
に
専
念
し
軍
政
と
の
関
わ
り
（
従
っ

　
て
、
日
本
軍
仕
込
み
の
青
年
集
団
と
の
関
わ
り
）
を
一
切
持
た
な
か

　
っ
た
。
首
相
在
任
中
、
共
和
国
に
対
す
る
主
権
承
認
獲
得
の
た
め
対

　
オ
ラ
ン
ダ
外
交
交
渉
を
組
当
し
た
。
最
も
典
型
的
な
文
民
政
治
家
で

　
あ
り
、
雀
述
の
よ
う
に
ス
ハ
ル
ト
政
権
下
で
は
そ
の
役
割
が
公
式
な

　
国
家
歴
史
の
記
述
か
ら
完
金
に
抹
殺
さ
れ
た
。

（
8
）
　
こ
れ
は
マ
ン
グ
ン
ウ
ィ
ジ
ャ
ヤ
氏
独
自
の
見
解
で
は
な
く
、
イ

　
ン
ド
ネ
シ
ア
の
歴
史
家
た
ち
も
こ
う
し
た
修
正
史
観
の
必
要
性
を
主

　
張
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
　
”
　
ス
　
早

（
9
）
　
ジ
ャ
カ
ル
タ
発
行
の
社
会
科
学
関
係
の
学
術
誌
勺
詩
目
與
掲
鮫

　
の
書
評
論
文
「
民
主
化
と
新
体
制
（
ス
ハ
ル
ト
政
権
－
引
用
者
）
国

　
家
」
（
＞
ヨ
マ
巨
2
『
U
o
昌
o
斥
畠
口
ω
団
9
監
目
Z
品
彗
凹
O
a
①

霊
；
、
一
九
九
四
年
十
一
月
号
、
九
二
頁
）
の
申
で
、
筆
者
は
ス

　
ハ
ル
ト
政
権
下
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
家
を
統
合
国
家
（
o
o
訂
算
ω
巳
8

一
鼻
品
冨
豪
一
弄
）
と
位
置
づ
け
、
統
合
国
家
の
権
力
者
は
国
民
に
と

　
っ
て
父
権
的
存
在
で
あ
り
、
政
治
的
経
済
的
社
会
的
更
に
は
国
民
の

適
徳
や
文
化
な
ど
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
指
導
的
役
割
を
果
す
の
で
あ
り
、

国
家
権
カ
に
服
従
し
な
い
国
民
は
国
家
反
逆
者
・
秩
序
素
乱
者
と
の

烙
印
を
押
さ
れ
る
と
主
張
し
、
更
に
、
歴
史
を
振
り
返
る
と
、
過
去
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に
お
い
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
日
本
軍
政
期
に
こ
う
し
た
統
合
国
家
の

論
理
が
適
用
さ
れ
た
、
と
指
摘
し
た
。
．

（
1
0
）
　
両
者
と
も
日
本
占
領
軍
が
敗
戦
を
見
越
し
て
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

　
ヘ
の
独
立
の
約
束
を
呉
体
化
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
「
独
立
準
備
調

　
査
会
」
で
審
議
さ
れ
、
独
立
宣
言
の
翌
日
に
発
布
さ
れ
た
も
の
で
あ

　
る
。
パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
と
は
建
国
五
原
則
、
す
な
わ
ち
神
へ
の
信
仰
＾

　
人
道
主
義
、
民
族
の
統
一
、
氏
主
主
義
（
こ
の
項
目
に
つ
い
て
は

　
様
々
な
相
異
な
る
解
釈
の
余
地
を
残
し
た
）
と
社
会
正
義
の
こ
と
で

　
あ
り
、
そ
の
全
文
が
一
九
四
五
年
憲
法
の
序
文
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
の
解
釈
を
め
ぐ
る
改
治
性
に
つ
い
て
、
同
シ

　
ン
ポ
ジ
ゥ
ム
の
参
加
者
（
論
文
集
の
寄
稿
者
）
の
一
人
で
イ
ス
ラ
ム

　
団
体
ナ
フ
ダ
ト
ゥ
ル
・
ウ
ラ
マ
の
会
長
ア
ブ
ド
ゥ
ラ
フ
マ
ン
．
ワ
ヒ

　
ド
（
現
在
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
大
統
領
）
は
「
一
九
五
〇
年
代
と
一
九

　
九
〇
年
代
の
イ
ス
ラ
ム
と
政
治
と
民
主
主
義
」
と
題
す
る
論
文
で
、

　
パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
は
一
九
五
〇
年
代
に
お
い
て
は
自
由
主
義
や
社
会
主

　
義
、
共
産
主
義
、
イ
ス
ラ
ム
勢
力
と
い
っ
た
複
数
の
政
治
勢
力
の
共

　
存
を
容
認
す
る
イ
デ
才
ロ
ギ
ー
で
あ
っ
た
が
、
ス
ハ
ル
ト
政
権
の
下

　
で
は
与
党
以
外
の
政
治
或
は
社
会
勢
力
を
全
て
否
定
す
る
、
い
わ
ぱ

　
国
家
権
力
至
上
主
義
を
支
え
る
イ
デ
オ
回
ギ
ー
へ
と
「
変
身
」
さ
せ

　
ら
れ
た
、
と
指
摘
し
た
（
団
o
…
〇
三
胃
俸
「
①
o
q
o
目
p
一
五
一
－
一
五

　
五
頁
）
。

　
　
一
方
、
一
九
四
五
年
憲
法
は
大
統
領
に
絶
大
な
権
力
の
掌
握
を
認

　
め
る
も
の
で
あ
る
。
ス
カ
ル
ノ
内
閣
の
解
散
に
よ
ウ
て
事
実
上
は
施

　
行
さ
れ
ず
、
一
九
五
〇
年
代
の
議
会
制
民
主
主
義
時
代
に
は
一
九
五

　
〇
年
暫
定
憲
法
が
適
用
さ
れ
た
。
　
一
九
五
九
年
の
大
統
領
令
で
一
九

　
四
五
年
憲
法
が
復
活
し
た
。
上
記
の
ス
カ
ル
ノ
内
閣
と
は
、
　
一
九
四

　
五
年
九
月
四
日
、
ス
カ
ル
ノ
大
統
領
を
首
班
と
す
る
共
和
国
初
の
内

　
閣
で
あ
り
、
閣
僚
に
軍
政
監
部
の
役
人
を
兼
任
す
る
者
（
ブ
チ
ョ
ウ

　
さ
ん
）
が
相
当
に
い
た
た
め
「
ブ
チ
ョ
ウ
内
閣
」
と
椰
楡
さ
れ
た
。

　
地
方
都
市
に
お
け
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
音
年
集
団
と
日
本
占
領
軍
と
の

武
力
衝
突
へ
の
対
応
の
不
手
際
と
九
月
末
に
上
陸
し
た
連
合
国
軍
に

「
対
日
協
力
者
」
と
非
難
さ
れ
外
交
交
渉
の
相
手
に
さ
れ
な
ふ
っ
た

　
た
め
、
十
一
月
に
解
散
し
た
。

（
1
1
）
　
一
九
四
八
年
十
二
月
に
オ
ラ
ン
ダ
軍
が
当
時
の
共
和
国
首
都
ジ

　
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
を
軍
事
占
拠
し
ス
カ
ル
ノ
と
ハ
ッ
タ
を
拉
致
し
た

　
が
、
そ
の
直
後
に
ス
マ
ト
ラ
島
で
シ
ャ
フ
ル
デ
ィ
ン
・
プ
ラ
ウ
ィ
ラ

　
ヌ
ガ
ラ
を
首
班
と
す
る
共
和
国
臨
時
政
府
が
樹
立
さ
れ
、
ス
カ
ル
ノ

　
と
ハ
ッ
タ
が
翌
一
九
四
九
年
七
月
に
釈
放
さ
れ
る
ま
で
共
和
国
政
府

　
を
代
表
し
オ
ラ
ン
ダ
政
府
と
の
交
渉
を
担
当
し
た
。
こ
れ
は
ハ
ッ
タ

　
が
オ
ラ
ン
ダ
軍
の
襲
撃
を
予
想
し
て
、
先
手
を
打
っ
た
た
め
で
あ
っ

　
た
。

（
1
2
）
　
そ
の
典
型
的
な
例
は
シ
ャ
フ
リ
ル
だ
と
言
え
る
。
な
お
、
　
一
九

　
九
一
年
、
イ
シ
ド
ネ
シ
ア
科
学
研
究
所
（
「
①
冒
σ
品
己
一
冒
目
巾
彗
o
q
o
．

　
訂
巨
冨
目
巨
α
o
完
臥
與
）
と
オ
ラ
ン
ダ
歴
史
研
究
所
（
ヨ
ω
葦
目
骨

　
く
o
o
『
z
＆
雪
一
彗
象
o
o
窃
〇
三
＆
①
己
㎝
）
に
よ
る
共
同
主
催
の
セ

　
ミ
ナ
ー
で
、
シ
ャ
フ
リ
ル
の
功
績
に
対
す
る
歴
史
的
再
評
価
が
な
さ

　
れ
た
。
セ
ミ
ナ
ー
で
の
報
告
が
後
に
ま
と
め
ら
れ
て
『
リ
ン
ガ
ル
ジ

　
ャ
テ
ィ
協
定
の
締
結
を
め
ぐ
っ
て
』
と
の
題
を
付
さ
。
れ
出
版
さ
れ
た
。

　
そ
の
中
に
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
科
学
研
究
所
の
主
任
研
究
員
タ
ウ
フ
ィ

　
ッ
ク
・
ア
ブ
ド
ゥ
ラ
の
論
文
「
武
力
闘
争
の
最
中
に
お
け
る
交
渉
の
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意
味
L
が
あ
っ
た
。
ア
ブ
ド
ゥ
ラ
は
「
闘
争
史
」
で
広
め
ら
れ
た
国

家
史
観
に
対
し
、
「
権
カ
の
声
が
歴
史
へ
の
理
解
に
役
立
つ
こ
と
は

な
い
。
権
力
に
は
そ
れ
白
身
の
声
し
か
聞
こ
え
な
い
。
我
々
は
、
権

力
の
声
に
押
し
付
け
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
歴
史
と
の
和
解
を
も
許

さ
れ
な
か
っ
た
。
歴
史
認
識
に
お
い
て
権
力
に
束
縛
さ
れ
て
い
る
た

め
、
我
々
は
神
話
の
世
界
へ
と
導
か
れ
た
。
安
ら
か
だ
が
、
自
已
欺

脇
で
も
あ
っ
た
。
歴
史
を
学
ぶ
過
程
と
は
す
な
わ
ち
自
已
解
放
の
過

程
で
あ
り
、
神
話
の
世
界
に
浸
る
こ
と
は
自
已
を
ま
す
ま
す
縛
り
付

け
る
過
程
で
あ
る
。
権
力
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
神
話
は
あ
っ
と
い

う
間
に
具
象
化
し
、
そ
の
結
果
、
人
間
の
頭
の
中
に
し
か
存
在
し
な

い
概
念
が
現
実
と
同
一
視
さ
れ
て
し
ま
う
。
神
話
は
歴
史
の
ダ
イ
ナ

、
ミ
ズ
ム
を
支
え
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。
神
話
と
具
象
化
は
、
現

在
の
間
題
を
解
決
し
未
来
を
展
望
し
て
い
く
民
族
に
は
、
と
て
つ
も

な
く
高
い
代
償
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
た
。

　
尚
、
リ
ン
ガ
ル
ジ
ャ
テ
ィ
協
定
と
は
、
オ
ラ
ン
ダ
と
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
両
政
府
と
の
問
に
締
結
さ
れ
た
最
初
の
二
国
間
協
定
で
あ
る
（
一

九
四
七
年
三
月
二
十
五
日
調
印
）
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
府
側
か
ら
は

当
時
の
首
相
シ
ャ
フ
リ
ル
が
調
印
及
び
そ
れ
に
至
る
ま
で
の
交
渉
を

担
当
し
た
。
協
定
で
オ
ラ
ン
ダ
政
府
は
、
ジ
ャ
ワ
島
、
マ
ド
ゥ
ラ
島

及
ぴ
ス
マ
ト
ラ
島
に
対
す
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
の
事
実
上
の
権

カ
行
使
を
承
認
す
る
と
な
っ
た
。
協
定
に
よ
っ
て
共
和
国
は
オ
ラ
ン

ダ
政
府
に
よ
っ
て
初
め
て
そ
の
存
在
を
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
時
ま
で

オ
ラ
ン
ダ
政
府
側
は
共
和
国
を
目
本
占
領
軍
が
作
っ
た
偲
偲
政
権
で

あ
る
と
主
張
し
、
こ
れ
と
の
交
渉
を
拒
ん
だ
。
一
方
、
領
土
に
関
す

る
協
定
の
項
目
に
対
し
、
百
パ
ー
セ
ン
ト
独
立
、
す
な
わ
ち
旧
オ
ラ

　
ン
ダ
領
東
イ
ン
ド
全
土
に
対
す
る
承
認
が
実
現
し
な
か
っ
た
（
領
土

　
的
譲
歩
を
し
た
）
た
め
、
シ
ャ
フ
リ
ル
は
当
時
の
戦
闘
的
青
年
た
ち

　
か
ら
非
難
を
浴
ぴ
せ
ら
れ
た
。
な
お
、
ス
カ
ル
ノ
と
ハ
ッ
タ
は
一
貫

　
し
て
シ
ャ
フ
リ
ル
を
支
持
し
て
い
た
。

（
1
3
）
　
独
立
宣
言
直
後
、
日
本
占
領
軍
は
義
勇
軍
組
織
を
解
散
し
た
。

　
「
革
命
期
」
に
入
り
、
共
和
国
軍
隊
を
組
織
す
る
た
め
、
義
勇
軍
の

　
元
メ
ン
バ
ー
が
新
た
に
集
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

（
1
4
）
　
こ
の
表
現
は
ジ
目
ン
・
ダ
ワ
ー
の
；
而
；
匪
o
｛
巨
呉
o
q
か

ら
。
旨
；
ミ
』
o
奏
「
』
毫
彗
彗
3
巨
①
c
萎
o
｛
；
眈
葦
｝
．
－
『

旨
葦
奉
o
o
ミ
彗
（
＆
－
）
9
雪
曽
餉
ミ
き
雨
き
き
§
旨
菖
ミ
竃

　
鶉
ミ
雨
　
ω
＆
s
“
＆
ミ
§
ミ
題
g
向
串
≧
o
§
§
1
z
o
老
く
昌
7

　
巾
四
［
一
｝
o
o
目
ω
o
o
斤
ω
」
彗
蜆

参
照
文
献

＞
巨
E
＝
芋
一
↓
彗
饒
斥
1
＝
害
口
q
與
勺
①
；
目
皇
目
胴
昌
註
す
昌
《
昌
s
ゴ
霊
『
・

　
盲
彗
閑
彗
。
ぎ
一
「
岩
一
彗
一
＞
』
．
俸
U
『
o
o
①
q
一
睾
o
『
㌔
1
』
．
（
＆
‘
）
．
ミ
雨
■

　
§
ミ
窒
辻
旨
～
ミ
ト
ぎ
餐
ミ
ミ
沖
』
算
彗
冨
，
畠
↓
芽
印
；
凹
ヨ
印
Ω
『
甲

　
冒
一
ε
竃

＞
目
o
o
轟
o
p
　
団
①
目
o
巨
g
宛
1
q
ρ
完
雨
e
o
δ
s
－
き
§
竃
』
昌
」
凹
斥
団
『
訂
一

　
巾
冨
訂
ζ
ω
ヨ
胃
｝
彗
憎
昌
一
一
竃
o
。
（
耳
彗
ω
－
p
o
冒
旨
§
ぎ
s

　
↓
｛
§
耐
ミ
完
耐
e
o
ざ
ミ
o
§
Q
o
o
§
s
ま
o
s
s
曽
、
完
雨
色
眈
§
曽
o
軸
．
O
o
『
コ
9
－

　
〇
三
く
．
～
霧
閉
L
o
s
）

＞
邑
胃
ω
昌
一
悪
罵
2
g
俸
穴
凹
巨
p
＞
巨
『
2
（
＆
．
）
ぎ
討
尋
『
雨
、
轟

　
ぎ
＆
o
曽
s
ざ
s
ま
ミ
ざ
『
↓
ミ
『
叶
§
昌
o
o
ミ
『
ξ
ミ
ざ
§
δ
－
ぎ
雨
b
や

　
｝
畠
膏
一
篶
了
凹
o
P
Z
①
ξ
く
O
『
汗
一
〇
〇
『
日
①
二
⊂
目
－
く
．
O
O
『
自
ω
＝
冬
O
O
o
『
昌
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－
己
冒
置
與
勺
亘
8
；
o
巨
す
竃
卑
＞
ω
訂
零
o
o
q
轟
員
－
竃
N

団
o
；
姜
o
『
』
睾
己
俸
［
晶
。
・
①
し
o
；
（
＆
．
）
惇
§
§
Q
ぎ
ぎ
軋
o
－

　
S
Φ
｝
｛
S
－
㎏
｝
O
餉
S
S
匡
－
b
㎏
O
吻
．
O
－
凹
く
↓
O
目
一
く
－
〇
一
〇
ユ
與
1
＞
一
』
閉
片
『
與
＝
山
一
〇
価
コ
ー

　
斤
『
而
o
市
ω
o
＝
ま
8
g
＞
色
彗
ω
叶
仁
昌
霧
L
o
違

害
g
ω
冨
彗
8
g
巴
．
（
＆
．
）
き
ミ
き
き
s
寒
s
塞
軋
§
9
§
s
“
患
－

　
§
塞
き
き
包
o
§
豪
§
雨
乱
§
害
ミ
き
§
沖
§
喜
§
的
§
き
き
§
－

　
之
§
ぎ
o
q
さ
ぎ
ユ
凹
し
註
昌
o
争
、
昌
g
巨
け
穴
昌
邑
畠
一
岩
違

○
ユ
σ
一
U
一
宛
O
σ
①
ユ
団
ユ
α
ω
O
目
1
O
S
．
o
－
S
㌃
完
雨
e
o
－
S
餉
｛
軋
｛
旨
沖
昌
ミ
S
－
O
心
｝
－

－
漫
0
1
』
算
彗
雪
巾
島
冨
訂
⊂
↓
由
ヨ
與
O
冨
彗
L
8
0
（
冨
冨
．

　
マ
O
ヨ
旨
ぎ
§
ざ
き
雨
ぎ
き
ミ
｝
｛
§
ぎ
§
ミ
｛
§
し
凄
甲
皇
へ
b
．

　
勺
す
．
0
1
一
サ
耐
段
9
ピ
o
コ
o
o
目
ω
o
す
o
o
－
o
｝
O
ユ
①
目
訂
－
団
目
α
＞
｛
ユ
o
団
コ

　
　
ω
；
2
①
ω
」
竃
ト
）

耳
＆
①
ユ
o
珂
峯
…
o
ヨ
声
き
ミ
§
寒
s
軋
§
o
§
．
o
－
§
」
芽
胃
試
一

　
　
勺
↓
9
凹
ヨ
＆
貝
－
竃
岨
（
茸
彗
ω
．
守
o
昌
ミ
ぎ
§
s
ミ
き
ミ
一
ド
ぎ
雨

　
き
沖
ざ
的
9
き
耐
ぎ
』
o
茗
雨
吻
ざ
彗
完
雨
e
o
ぎ
ざ
o
§
O
巨
o
⊂
邑
≦
勺
篶
ω
9

　
　
－
竃
o
。
）

竃
三
p
o
8
晶
①
ζ
o
ご
∋
彗
－
き
ぎ
§
募
§
§
～
き
§
ミ
｛
§
ぎ

　
ぎ
～
o
s
雨
包
S
」
一
プ
四
〇
P
Z
o
≦
く
O
『
斥
一
〇
〇
『
目
o
＝
O
目
－
く
．
勺
『
①
ω
ω
一
－
o
蜆
N

宍
峯
彗
訂
冨
旨
二
〕
重
’
ζ
｝
o
幸
鶉
づ
o
畠
プ
畠
α
彗
～
9
ω
昌
価
旨
－

　
　
冨
長
こ
與
ミ
與
し
o
§
－
－
違
㎝
」
『
患
轟
ぎ
富
竃
寒
§
o
ミ
き
s
睾

　
§
ミ
曽
s
寒
竃
ぎ
§
§
讐
s
く
o
o
q
さ
訂
『
員
－
註
昌
邑
デ
思
コ
ー

　
　
雪
σ
詳
穴
o
目
邑
易
L
竃
①

「
晶
o
q
o
こ
．
p
ミ
ミ
§
§
一
吻
§
、
き
雨
き
ぎ
§
茅
§
ぎ
§
乱
o
§
－

　
　
包
昌
」
一
す
～
o
P
Z
．
く
∴
O
o
『
目
o
＝
O
目
－
く
’
O
o
H
目
色
＝
≦
o
μ
伺
『
目
－
目
口
o
目
o
－

　
　
色
団
軍
g
8
戸
一
竃
o
。

－
昌
員
＞
葦
昌
甲
曽
ミ
隻
§
s
↓
酎
s
b
§
§
ぎ
」
芽
胃
冨
一
巾
；
－

　
　
訂
ぎ
o
訂
ヨ
画
Ω
轟
寡
一
－
竃
㊤
（
気
昌
眈
－
～
o
∋
ド
書
b
8
§
ぎ
o

　
　
留
§
「
主
ミ
8
二
ぎ
き
さ
轟
．
．
§
雨
き
§
ミ
｛
§
邑
寒
ぎ
包
き
軸
雲
－

　
　
ミ
§
o
§
ぎ
更
き
ぎ
き
『
き
○
雨
ミ
§
－
旨
§
ぎ
亀
ξ
1
雲
‘
∪
．
↓
サ
o
－

　
　
多
一
＞
冨
弐
彗
彗
Z
豊
9
国
一
C
ユ
く
二
竃
O
）

－
≦
o
く
o
メ
カ
仁
一
す
．
↓
ブ
①
巾
o
呂
－
カ
①
く
o
H
巨
巨
o
目
匝
『
｝
↓
H
｝
箏
ω
｛
o
『
昌
與
巨
o
目

　
　
o
：
亭
巨
o
昌
置
彗
ξ
昌
｝
」
目
一
ぎ
き
竃
ぎ
．
z
o
．
＝
（
＞
旦
一

　
　
冨
ご
）
印
昌
．
冨
（
＞
肩
一
；
彗
閑
）

○
長
ぎ
彗
凹
∋
』
§
§
ぎ
着
雪
ミ
き
S
寒
』
§
き
」
算
胃
冨
6
冨
目
？

　
　
昌
o
L
竃
o

刃
－
o
斥
－
o
↓
9
一
≦
一
〇
1
ω
S
．
昌
§
討
ぎ
軋
o
S
雨
忽
亀
き
～
雨
§
．
く
o
胴
く
｝
斥
凹
ユ
凹
」
目
－

　
　
○
昌
邑
三
3
g
等
ζ
凹
旨
ζ
目
一
く
ー
？
鶉
ω
一
冨
害
（
旨
彗
ω
二
『
o
昌

　
　
㌧
雲
暮
Q
♀
き
註
§
ぎ
き
ミ
之
昌
1
ζ
曽
ヨ
≡
彗
畠
昌
き
昌

　
　
；
」
．
L
竃
－
）

ω
彗
一
〇
昌
穴
彗
↓
o
皇
『
g
o
．
き
軋
雨
§
ぎ
き
竃
餉
ざ
ぎ
き
ぎ
ミ
除
ぎ
－

　
　
曽
菩
…
ミ
§
（
竃
8
邑
o
葦
一
昌
）
く
o
①
q
着
冨
ユ
四
L
己
o
篶
争
一

　
　
9
g
彗
婁
邑
印
仁
邑
く
．
軍
o
窃
一
－
竃
o
。

（
こ
の
論
文
の
校
閲
は
、
大
学
院
時
代
の
指
導
教
借
で
あ
る
問
崎
宣
義
先

生
に
お
世
話
に
な
っ
た
こ
と
を
記
し
ま
す
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
助
手
）
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